
各会議等の実施状況報告について 
提出日 令和８年３月 12 日 

担当課 スポーツ・生涯学習課 

会議名称   湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会 

開催日時   令和８年２月３日（火） 14：30 ～ 15：20 

開催場所   市民活動センター 大会議室 

出 席 者 （委員）８名 

（教委）３名 【計 11名】   ※傍聴者なし 

１ 開  会   

２ 委嘱状の伝達 

３ 委員長あいさつ 

４ 委員・事務局自己紹介 

５ 議事事項 

（１） 令和７年度 「湖西市放課後子どもプラン推進事業」の実施状況について 

① わくわく子ども教室の実施状況（事務局） 

② 放課後児童クラブの運営状況（教育総務課から説明） 

 

（２）令和８年度 「湖西市放課後子どもプラン推進事業」の実施計画（案）について 

① わくわく子ども教室の実施計画（事務局） 

② 放課後児童クラブの入所手続きについて（教育総務課から説明） 

 

（３）意見交換 

委 員：わくわく子ども教室と児童クラブの連携は、何をしているのか。 

事務局：わくわく子ども教室の参加児童が、その後の放課後児童クラブにも参加する際の児童引き渡

しや情報共有をするなどの連携を行っている。 

委 員：わくわくの参加児童の保護者からは非常に好評をいただいている。 

わくわくの新規スタッフの募集は、ボランティアとはいえ、謝礼が安いために断れることも

あり、今後はスタッフ確保がより難しくなっていくと感じる。 

参加費については年間 1,000 円をいただき、そこに材料費も含まれている。参加費を値上げ

しても、引き続き参加していただけるとスタッフは感じているので、今後は値上げを検討し

てはどうか。 

委 員：教室スタッフから聞き及んでいる事として、参加する児童が教室スタッフに無断で帰ってし

まう児童がいる。学校の教諭が、その児童へ「今日はわくわくだよ」と伝えてくれても、無

断で帰ってしまった。 

委 員：わくわくのスタッフとして参加しているが、児童の所在がはっきりしないときは、スタッフ

が学校へ尋ねたり、保護者へ連絡したりして確認している。確認している最中に活動する教

室へ顔を出すこともあり、それらの時間もそれなりにかかる。児童の所在がはっきりすれば

欠席でも良いが、所在がはっきりしないと心配になる。学校でも「今日はわくわく」と児童

へ言ってくれているようだが、少し意識していただけると嬉しい。 

委 員：児童の様子としては、楽しみにしている児童は「今日はわくわくがある日」と登校するとき



から嬉しそうにしている。 

委 員：わくわくを複数年にわたって参加している児童は、どの程度いるのか。 

事務局：２年目を継続するのは全体の３割程度、３年目も継続する人は、その中の更に３割程度かと。 

委 員：そう感じている。わくわくは好評なので、子ども達にとって１ヶ月に１回の活動かもしれな

いが、良かったからこそ参加してくれた家庭で「もう一回行ってみよう」となると思う。 

児童クラブとの連携について、今やっている保護者へ連絡されていることを随時、お互いに

情報共有するというのが自然な形かと感じる。児童クラブへ参加している人が、わくわくへ

も参加できている、良いバランスと感じる。 

委 員：子どもが学校に行けているが、家庭でうまく過ごせていない人に、選択肢の一つとして、わ

くわくのようなところで月に１回でも過ごせるなら、お子さんにとっても良い時間が持てる

のではないかと感じている。 

委 員：わくわくの申し込みはどのような流れなのか。 

事務局：年度初めに学校経由で全校児童へ募集チラシを配布して、チラシに記載されている二次元コ

ードからインターネット申し込みとなっている。 

委 員：紙を保護者へ渡さない子もいると思う。インターネットによる学校からのお知らせで、チラ

シも保護者へ流してみてはどうか。 

委 員：鷲津小学校は全児童数 755 名で鷲っ子に参加している学童参加児童は６名、知波田小学校は

全児童数 135 名で知波田っ子に参加している学童参加児童は 12名ということも気になった。 

委 員：小規模校なので比率が高くなるのか。 

事務局：理由は不明で、各学校や各年度によってバラツキがある。 

委 員：わくわくと学童が同じ敷地内かどうかでも差があると思う。 

委 員：敷地外の学童へ行く場合は。 

事務局：施設外の学童へは保護者が連れて行くように依頼している。 

委 員：放課後児童クラブで保護者負担（月額）について、クラブによって金額が違うが、クラブの

運営に市から補助があるのか。 

委 員：1/2 を受益者負担として保護者が負担、残りを国と県と市とで 1/6 ずつ負担して運営している。 

委 員：公的支援があるなら、保護者の負担額を一緒にすべきではないか。新居だけ 1,000 円高い。。

内容に凄く差があれば、払う金額が場所によって異なってくるかもしれない。しかし、通常

利用といわれる学校が終わった後の学童については、市内で統一性をもった方が良いと思う。

通常利用は週５日利用して、この負担額は保護者としては非常にありがたい。また、長期の

みの利用者への金額は差があってもよいと思う。検討できるようであればお願いしたい。 

委 員：以前は湖西地区 5,000 円で、新居地区 6,000 円というものであったが市内で統一するために

6,000 円にした。その後、新居は現在の運営主体者になって 1,000 円値上がりとなった。おか

さきこども園が 11,000 円となっているのは、自前の敷地なのか学校の敷地を使っているのか

の違いがある。学校などの公的施設を利用しているところは料金の統一について、今後検討

していきたい。 

 

６  閉  会 

                                  以 上 

 


